
 

                    

令和２年第１回館山市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

議事録（審議事項）概要 

 

《審議事項（諮問）》 

（１） 令和元年度館山市国民健康保険特別会計補正予算案 

（２） 令和２年度館山市国民健康保険特別会計当初予算案 

 

※上記、審議事項について説明等を行いましたが、その概要については以下のとお

りです。 

 

＜説明概要＞ 

本日ご審議いただきたい事項は、２点ございます。まず、１点目、令和元

年度の補正予算案についてですが、主な点は保険給付費、いわゆる医療費の

決算見込みの見直しを行ったところ、今年度の医療費の支払いが確実に行え

るよう、約１億７千万円の増額補正をお願いするものです。 

もう１点は、令和２年度の当初予算案についてです。令和２年度の当初予

算案ですが、予算総額で２億４千万円ほど増えています。主な原因は医療費

の増となっております。国民健康保険の被保険者数は年々減少していますが、

団塊の世代の方が７０歳以上になられるということで、国保被保険者全体の

高齢化が進んでおり医療費が増加しています。 

それから、国保税率につきましては、県が示す標準保険料率は前年度に比

べ上昇しておりますが、国保財政調整基金を活用することにより、現在の税

率を維持し、令和２年度の引き上げは行わない予定でございます。 

それでは、審議事項１、令和元年度館山市国民健康保険特別会計補正予算

案からご説明いたします。まず、歳入及び歳出の合計ですが、それぞれ予算

現額５８億４，００４万７千円から、補正額３億２，３３９万円を増額し、

補正後の予算額を６１億６，３４３万７千円にしようとするものです。 

補正の内容ですが、まず歳出で、１総務費の補正として、８２４万１千円

の減額です。システム改修委託料について、改修費の額が確定したため、予

算額をその額、２８万４千円に合わせようとするものです。改修については、

国保の制度改正に関連した国保システムの改修で、館山市の基幹系システム

を契約している会社との委託契約です。改修費用をその会社が契約している

５５の保険者での共同負担としたことにより、契約額が大幅に減少したもの

です。 



 

                    

次に２保険給付費の補正として、１億７，１６３万１千円の増額です。一

般被保険者の療養給付費について、医療費の支出状況から、今年度最後まで、

確実に支払いが行えるよう予算額を見直したことにより、増額補正をしよう

とするものです。 

次に３基金積立金の補正として、財政調整基金積立金について、１億６，

０００万円の増額です。これは、平成３０年度の決算剰余金の２分の１以上

を基金に積み立てるため、その額について増額補正をしようとするものです。 

続きまして、これら歳出の補正予算の財源としまして、歳入の方ですが、

１国庫支出金の補正として、２つの補助金について、合計で８２４万１千円

の減額です。これは、歳出の１のところで説明しましたシステム改修費が、

国の補助対象事業であったことから、同額を減額いたします。 

次に２県支出金の補正として、普通交付金について、４，８９２万１千円

の増額です。歳出の２の保険給付費の増額補正に関連して、県の普通交付金

を増額補正しようとするものです。国保の広域化によりまして、医療費は県

がすべて普通交付金として交付してくれることから、本当であれば医療費と

同額を増額するところですが、普通交付金は、その年度内では県の予算の範

囲内での交付となり、翌年度精算となることから、普通交付金については、

４，９００万円ほどの増額としました。 

次に３繰入金の補正として、１，１５１万円の減額です。内訳としまして

は、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分、それから保険者支援分について、

これは、国民健康保険法に定められた一般会計からの法定繰入ですが、被保

険者数の減少に関連して、算出の基礎となる軽減世帯数等の減少により、そ

れぞれ、５２７万７千円と、３１６万４千円の減額となります。財政安定化

支援事業繰入金ですが、こちらも決められた一般会計からの制度繰入れです

が、算出の基礎となる保険基盤安定繰入金の減少により、３０６万９千円の

減額補正になります。いずれも、今年度の額の確定により、補正後の額を、

その額に合わせようとするものです。 

次に４繰越金の補正ですが、国保会計の平成３０年度実質収支額の確定に

よりまして、繰越金の予算額をその額、約３億１，４２２万円に合わせよう

とするものです。なお、その２分の１以上の額を、歳出の３のところの財政

調整基金積立金で積み立てを行います。以上で、補正予算案の説明を終わり

ます。 

続きまして、審議事項２の令和２年度館山市国民健康保険特別会計当初予

算案について説明させていただきます。平成３０年度から、国保財政の安定

と国保制度の継続を目的として、国保の財政運営に県が大きく関わる、いわ

ゆる国保の広域化がスタートしています。このことにより、お金の流れと、



 

                    

市の国保会計の予算科目が大きく変わりましたので、前回と重複した説明に

なりますが、今一度、その内容から簡単に説明させていただきます。 

市町村は引き続き、歳入で国民健康保険税を徴収し、歳出では保険給付費

として医療費等を支払っていくというところは、変わりありません。広域化

により変更となった点ですが、歳出の保険給付費の内、医療費の部分の費用

全額について、県は歳入の県支出金の中にあります普通交付金として市に交

付してくれます。一方県の方は、その普通交付金を各市町村に交付するため

に、必要額を各市町村から納付金として集めます。それが市では、歳出側に

ある事業費納付金です。納付金は市町村ごとの被保険者数、それから医療費

水準や所得水準から計算して、県が決定します。広域化以降は、医療費が急

に増加しても、その分は県から交付金があるため、慌てることなく、この最

初に決められた事業費納付金の額を、県に納付さえできればいいということ

に変わり、財政的に非常に安定したと言えます。 

さらに、広域化後は館山市の予算科目であっても、主要な科目について県

が試算して提示してくれることになりました。具体的には、まず県は館山市

の歳出の保険給付費、いわゆる医療費の額を推計します。医療費の額を推計

したことにより、歳入の普通交付金も決まります。それから県は、歳出の事

業費納付金の金額を決定し、その事業費納付金を納付するための国保税必要

額と、館山市がその国保税を確保するための税率、いわゆる標準保険料率に

ついても提示してくれることになりました。この当初予算案につきましては、

県が積算した金額を参考に予算計上したものになります。 

全体の額ですが、歳入歳出予算額ともに、６０億８，２７２万５千円を計

上しました。昨年度の当初予算と比較して、２億４，２６７万８千円、率に

して４．２パーセントの増加となっています。これは、国保の被保険者数は

年々減少していますが、県が一人あたり医療費の増加を見込んでいることか

ら、医療費が増加し会計全体が増加となったものです。歳出の内、保険給付

費のところの合計額は、４４億４，７６２万９千円で、昨年度当初予算と比

較しまして、２億６，８６０万円、６．４パーセントの増加と見込んでいま

す。この当初予算案の各科目の説明につきましては、主なものについて説明

させていただきます。 

まず、歳入予算の主なものですが、国民健康保険税について、１０億６，

６１９万７千円を計上しました。前年度の当初予算と、ほぼ同規模となりま

す。内訳としましては、現年課税分が１０億４，４５５万５千円、滞納繰越

分が２，１６４万２千円です。現年課税分については、事業費納付金を納め

るための必要額として、県が積算した額を計上しました。 

続いて保険給付費等交付金ですが、４３億２，２４７万３千円を計上しま



 

                    

した。前年度当初予算と比べて、５．９パーセント、２億４，０７２万５千

円の増加です。内訳としましては、普通交付金が４２億７，４４８万７千円、

特別交付金が４，７９８万６千円です。普通交付金については、葬祭費、出

産育児諸費を除く保険給付に必要な費用が、全額県から交付されるものです。

その保険給付費の額については、過去の実績や被保険者数の動向により、県

が積算したものです。医療費は、県がすべて普通交付金として交付してくれ

るため、本来であれば医療費と同額を計上するところですが、その年度内で

は県の予算の範囲内での館山市への交付となり、翌年度精算となる可能性も

あることから、念のため、医療費に対して１億５，０００万円ほど少なく計

上しています。また、特別交付金についても、県が積算した額を参考に計上

しています。 

続いて他会計繰入金ですが、４億３，５３２万８千円を計上しました。前

年度と比べて、２．５パーセント、１，１３４万３千円の減少です。内訳と

しましては、すべて一般会計からの繰入金で、（１）保険基盤安定繰入金、

（２）職員給与費等繰入金などですが、法定外となる繰入金については、平

成３０年度から予算計上しておりません。 

次に保険給付費については、４４億４，７６２万９千円を計上しました。

前年度と比べて、６．４パーセント、２億６，８６０万円の増加となります。

内訳の主なものとしましては、（１）療養給付費、これは被保険者が病院にか

かったときの自己負担以外の部分ということになりますが、３８億７３８万

７千円、（４）高額療養費が５億７，８０８万８千円です。これらの医療費に

ついては、県が推計した額を予算計上したものです。先程、少し説明しまし

たが、国保被保険者数が減少している中で、一人あたり医療費の増加を見込

んでいることから、医療費全体の額が増加しています。その原因としまして

は、医療の高度化ということもありますが、被保険者の高齢化によることが

一番大きい要因と思われます。高齢化により病院にかかる機会が多くなり、

医療の内容についても重症化してくることによります。また、７０歳になる

と一部負担金の割合が、３割から基本２割になります。加えて、高額療養費

の基準額も下がることから、国民健康保険側からの支出は、医療費の増加に

加え、さらに増加することになります。 

続いて国民健康保険事業費納付金ですが、１４億７，０１６万３千円を計

上しました。前年度と比べて、１．４パーセント、２，１５１万４千円の減

少となります。これは、保険給付費等交付金の財源や、県が行う国保に関す

る事業の財源として、県に納める納付金です。県は県全体の保険給付費の必

要額から、市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮して、納付金の額を決

定します。予算額については、県が積算した金額を計上しました。内訳とし



 

                    

ましては、医療給付費分が９億８，１７４万１千円などになります。 

次に特定健康診査等事業費ですが、４，７０２万６千円を計上しました。 

続いて財政調整基金について説明させていただきます。財政調整基金繰入

金として、２億２，７４３万９千円を計上しています。これは、他の歳入の

額、歳出の額をあてはめていき、歳入の不足額を調整するために計上したも

ので、今回の当初予算案では、この額の基金の取り崩しが必要というかたち

になっています。取崩しの額が大きくなっている理由については、医療費の

見込みに対して、県の普通交付金を、念のため少なく計上したことなどが原

因となります。なお、先程の２月補正予算案での積み立ても踏まえ、当初予

算後の基金の残高ですが２億６，８２４万２千円です。 

以上で、国民健康保険の当初予算案の概要説明を終わりますが、館山市の

国民健康保険の最近の動向を、少し説明させていただきたいと思います。 

まず、被保険者数、医療費ですが、被保険者数は１万５，３００人、１万

４，４００人、１万３，７００人と、年々減少しています。原因は人口の減

少、社会保険の適用拡大などありますが、一番大きな要因は７５歳以上の後

期高齢者医療への移行ということで、高齢化によるものです。内７０歳以上

の被保険者数は、３，０２７人、３，１６０人、３，４０２人と増加してい

ます。また一人あたり総医療費も、３４万３，０００円、３５万１，０００

円、３７万１，０００円と、年々増加しています。 

一般会計繰入金ですが、これは被保険者数の減少に伴い、年々減少の傾向

にあると思います。なお、平成２９年度の財政安定化支援事業繰入金は０で

すが、これは、平成２９年度は国保税の引き下げを行いましたが、この繰り

入れは、国保税の安易な引き下げに充てられることのないよう留意するとい

う国が示す基準により、繰り入れを行わなかったものです。 

国保の財政調整基金の年度末残高ですが、平成２８年度の残高は約８億あ

りましたが、これは決算前に、繰り入れた財政調整基金の積み戻しを行った

ため、年度末残高が多くなっています。平成２９年度からは、繰り入れた財

政調整基金について、決算見込み額により積み戻しを行わず、剰余金として

翌年度の会計に繰り越しているところです。 

国保税率ですが、平成２９年度に所得割を０．２パーセント、平等割額を

４，８００円、引き下げを行いました。さらに続けて、平成３０年度に所得

割合計で０．３パーセント、平等割額を３，６００円引き下げています。 

最後に収納率ですが、納税課では、引き続き県内で上位となる収納率を維

持しています。 

令和２年度の「標準保険料率」についてご説明いたします。はじめに、国

保税率の決まり方についてご説明いたします。都道府県は、各市町村の所得



 

                    

水準や年齢構成に応じた医療費水準などを考慮して、市町村ごとの標準保険

料率を算定します。市町村は都道府県から示された標準保険料率を参考に、

国保税率を決定することになります。 

県から示された令和２度標準保険料率を、令和元年度の館山市の国保税率

と比較いたしますと、合計では所得割が０．６３パーセント、均等割額が２，

０７０円、平等割額が４１５円それぞれ高くなっています。これを、現在の

国保被保険者の状況において試算した調定額で比較しますと、全体調定額で

４，４１８万９千円、１人当たり調定額では３，０５７円高くなりますので、

今回の標準保険料率は、現在の館山市の国保税率よりも高く示されたという

ことになります。 

市町村は県から示された標準保険料率を参考にして、実際の税率を決定す

ることになりますが、館山市としましては財政調整基金等を活用することに

より、現在の国保税率を維持し、令和２年度の国保税率の引き上げは行わな

い予定です。 

 

＜質疑応答＞ 

【質疑①】 国保財政調整基金が２億６，８００万円しか残ってないというこ

とは、令和２年度でなくなるということですよね。何か考えがなけ

れば、これを了承することはできないと思いますが、税務課として

は何か税収を上げるような対策を考えていますか。財政調整基金を

取り崩せなくなったときは、税率を上げなければいけないというこ

とですよね。 

【回答①】 なかなか税収を上げる対策というのは難しい問題でして、今のと

ころは、税収を上げる対策というのは立てられておりません。 

ただ、財政調整基金の適正規模にということに関しましては、平

成３０年度の広域化の前までは、医療費の３ヵ年の平均の５パーセ

ント程度というふうに言われていました。館山市では２億５，００

０万円から３億円の間が適正規模ということになります。広域化後

は特に適正規模というのは示されていませんが、国民健康保険の財

政としては、同じ規模の２億５，０００万円は確保したいという考

えでおります。 

平成２８年度に約８億円あった基金が、当初予算取崩し後は２億

６，８００万円ということで、急に減少しているような印象になる

と思いますが、これは平成３１年度の予算に基金を２億６００万円

取り崩したままになっていまして、まだ決算が出ておりません。そ

れから、令和２年度の当初予算にも２億２，７００万円を取崩して



 

                    

いますが、これも仮に入れているということで、実際に決算上で使

ってしまったという訳ではないので、基金の残高ということであれ

ば、その２億６００万円、２億２，７００万円、それから残高の２

億６，８００万円の合計額が残っているということになります。 

全体調定額で不足している額は４，４１８万９千円で、県が決め

た標準保険料率にせず、館山市の税率を維持すればそれだけ足りな

いという額です。実際に足りないという額が出ているので、いつか

は持っている基金はなくなるということです。したがって、収入を

上げるか支出を減らすかしなければ、この４，４１８万９千円の差

は埋まらない訳で、収入を上げるためには一つは税率を上げること、

一つは収納率を上げることですが、収納率については県下で高水準

になっていますので非常に厳しいため、収入を上げるには税率を上

げるしかありません。 

これから何年も税率を据え置いていて、差が大きくなったところ

で、いざ引き上げようとしたときには、引き上げ幅が大きくなって

しまいますから、徐々に適正な県が示す標準保険料率に合わせてい

く作業は、市民の皆様にしっかり、こういう状況だというのは打ち

出さなければいけません。 

それからもう一つ支出を減らすこと、医療費を減らすこと、これ

は高齢化を迎えている中でも適切な医療、必要な医療は絶対に使わ

なければいけませんけれども、防げるものはできるだけ防ぐという

ことで、健康課中心に様々な予防を地道に長年かけてやっていくと

いう状況です。  

 

＜意見＞ 

【意見①】 支出を減らすということですが、新聞やテレビ等で、例えば保険

がきいている湿布薬などが保険がきかなくなるとか、医薬品も風邪

薬とかは病院に行かないで、薬局で症状を聞いて自分で購入してく

ださいとかいう話しがあります。私たちでも、湿布薬なんか病院に

行ったときに多めにもらっておこうとか、そういうことがあります。

私たちも考えて、余分にもらわないようにしていかなければいけな

いと思います。やれるべきことは、やっていかないと。国としても

やるべきことは早くやっていただきたい。 

【意見②】 このところ出生数の減り具合がすごいです。安房地区の出生数は

千葉県でもかなり低いです。今までは２パーセント減だったものが、

全国平均では２.何パーセントですけど、安房地区は間違いなく５パ



 

                    

ーセント以上減っています。これに対し高齢者の医療費は上がって

います。私たちは医療をやっていると、保険診療の点数は上がるこ

とはなく、同じような値段でずっとやっています。でも、医療費は

どんどん上がっている。 

何が言いたいかというと、力を持っている上の世代の方々が、何

か施策を含めた目標、道標を出していかないと、私たち世代がどう

するかというと、いい街に逃げてしまいます。仕事もないから都会

に行ってしまいます。だから力のある世代の方々が、しっかり私た

ちの下の世代に引き継げるような施策なり何なり、お願いしたいな

というのが私の意見です。 

【意見③】  安房郡内の市町村の所得は、ほんとうに厳しいです。そういう財

政基盤の中にあって、一つの市だけでは難しいかなと私は思ってい

ます。安房郡全体がきちっとスクラムを組んで、この地域の産業だ

とか発展性、将来性をきちんと議論するように話を整えないと、あ

っという間に皆潰れてしまうということを、一番恐れています。 

【意見④】  収納率は現年課税が９３パーセントぐらいで、確かに県では高い

し、昔よりはかなり上がって頑張ってはいますが、固定資産税とか

所得税は９８パーセントぐらいありますから、何とか１パーセント

でも０．５パーセントでも徴収率を上げてほしいということが感じ

たことです。 

 

 

《審議事項結果（答申）》 

審議事項（１）令和元年度館山市国民健康保険特別会計補正予算案、 

審議事項（２）令和２年度館山市国民健康保険特別会計当初予算案、 

については、原案どおり承認する。 

 


